
忍者市駅窓口で 

これまでの助成金 

をその場で適用！ 

実質半額で購入 

できます！！ 

※購入額は、助成金の定期運賃額の１/２（百円未満切捨て）を差し引いた額になります。 

 一時的な負担も抑えら 

 れて、申請も購入窓口 

 で完了。 

 忙しい家庭の味方！ 

↑これまでの助成金スキーム図 

    新しい受領委任事業スキーム図→ 

問合せ先 伊賀市公共交通課 ℡０５９５－２２－９６６３ 

◎伊賀鉄道通学定期券等購入費助成金受領委任事業について 
 「受領委任事業」は、利用者が通学定期券・通学用回数券を購入時に、伊賀鉄道

通学定期券等購入費助成金の申請・請求・受領のすべてを伊賀鉄道株式会社に委任

することで、忍者市駅窓口にて通学定期券運賃から助成金分を差し引いた額で購入

できる制度です。購入方法などについては、裏面をご確認ください。 

※ 

伊賀市×伊賀鉄道の連携事業 



受領委任制度での通学定期券等の買い方 

忍者市（上野市）駅へ行く。 

①備え付けの「伊賀鉄道通学定期券・通

学用回数券購入申込書と通学定期券等購

入費助成金申請書兼委任状」を記入し、

通学証明書等を添えて窓口へ提出する。 

②通学定期券等運賃額の半額(※)を支払う。 
※運賃額から助成金の定期運賃額の１/２（百円未満切捨て）を差し引いた額 

③通学定期券と説明文書を受取る。 

※お願い 

 通学定期券と一緒に、受領委

任制度に関する文書をお渡しし

ます。保護者の方も必ず内容の

確認をお願いします。 

オススメ 

ICOCA定期券にも対応 

 令和８年度は、国の重点支援地方交付金活用事業により、新規でICOCA通学定

期券を購入された場合のみ、ＩＣカード預り金の助成（500円）も実施します。 

受領委任制度での通学定期券の 

販売開始日について 
 
 忍者市駅窓口での受領委任事業販売

は、令和８年４月１日（水）からの開

始となります。 
  
◆令和８年３月中に定期券を購入した場合 

 ⇒令和8年5月8日以降にこれまでどおり 

  伊賀市へ助成金の申請・請求を行って 

  ください。 
 
  ※令和８年３月５日までに例外申請事前申出を 

   行った方は、３月３１日（火）までに伊賀市 

   へ助成金の申請・請求を行ってください。 

下記の通学定期券は受領委任事業 

の対象ではありませんので 

ご注意ください。  
 
 ・JR西日本との連絡定期券 

 ・スマホ定期券「バスもり！」 
 
 上記の通学定期券を購

入の場合は、令和８年５

月８日（金）以降にこれ

までどおり伊賀市への助

成金の申請・請求を行っ

てください。申請には定

期券の写しが必要です。 


